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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度について（周知） 

 

 医薬品医療機器等法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律）が改正され、特定の機能を有する薬局の認定制度（地域連携薬局、専門医療機関連

携薬局）が令和３年８月１日より施行されましたので、お知らせいたします。詳細は、厚

生労働省ホームページ及び申請先の各都道府県のホームページをご覧ください。 

以下の機能を有すると認められる薬局について、都道府県知事の認定により名称表示を

可能とするものです。（１年ごとの更新） 

・入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元

的・継続的に対応できる薬局（地域連携薬局） 

・がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬

局） 

本件については、日行連会員サイトにて周知いたしますが、各単位会におかれましても、

会員への周知にご協力ください。 

 

 

【厚生労働省ホームページ】 

・認定薬局について（令和３年８月施行） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku

_yakuzai/index.html 
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